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　私は、長崎市管理漁港の漁港施設の使用に当たり、次のとおり誓約します。

１　漁港の使用にあたっては、長崎市漁港管理条例を遵守し、漁港活動に支障を及ぼす行為はしません。


２　係留又は停泊については、市長の指示に従います。


３　事故の防止に努めて、万一、第三者に損害を与えた場合には、私の責任において処理します。


４　船舟の係留又は停泊中の船舟の管理は、私が責任をもって行い、避難対策、防犯対策その他一切について、いかなる場合も貴殿に対し、何ら異議・苦情の申出もいたしません。


５　私が係船しようとする場所は、本来プレジャーボートを係船すべきでない場所であり、漁業に支障のない範囲で長崎市から特別に使用を認められている事を理解し、漁業目的・漁船の係留目的等により長崎市長から私が係留している場所からの一時的・又は残りの全期間の移動・退去を命ぜられたときは、使用期間中であっても、直ちにその命令に従います。


６　上記各項目の違反により、市長から私の所有（又は使用）する船舟に対し、漁港から退去を命ぜられたときは、直ちにその命令に従い、不服の申し立てはいたしません。


７　漁港施設の使用料については、定められた期日までに納付します。
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